
平
成
二
十
年
九
月
二
十
五
日
提
出

質

問

第

三

八

号

「
標
準
報
酬
・
資
格
喪
失
日
の
遡
及
訂
正
事
案
に
係
る
調
査
結
果
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

山

井

和

則
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「
標
準
報
酬
・
資
格
喪
失
日
の
遡
及
訂
正
事
案
に
係
る
調
査
結
果
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

厚
生
年
金
の
標
準
報
酬
月
額
改
ざ
ん
疑
惑
に
つ
い
て
、
社
会
保
険
庁
は
四
月
三
十
日
の
「
事
業
主
の
具
体
的
な
証
言
の
あ
る

事
案
に
係
る
調
査
結
果
に
つ
い
て
（
中
間
報
告
）
」
に
引
き
続
き
、
九
月
九
日
に
「
標
準
報
酬
・
資
格
喪
失
日
の
遡
及
訂
正
事

案
（
十
七
事
案
）
に
係
る
調
査
結
果
」
（
以
下
、
調
査
結
果
）
を
発
表
し
た
。

一

今
回
の
調
査
結
果
で
「
東
京
都
千
代
田
区
所
在
の
設
計
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
会
社
の
事
業
主
」
へ
の
対
応
に
つ
い
て
お
聞
き

す
る
。
事
業
所
代
表
者
は
、
自
ら
の
意
志
で
行
っ
た
の
か
。
ど
の
よ
う
に
そ
う
し
た
手
法
を
思
い
つ
い
た
の
か
。
改
め
て
明

ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

今
回
の
調
査
結
果
で
、
社
会
保
険
事
務
所
の
当
該
担
当
職
員
個
人
で
、
標
準
報
酬
月
額
改
ざ
ん
や
脱
退
届
出
の
処
理
が
で

き
て
い
た
社
会
保
険
事
務
所
の
�
シ
ス
テ
ム
�
は
、
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
か
。
ま
た
社
会
保
険
事
務
所
の
事
業
所
に

対
す
る
管
理
・
監
督
責
任
、
標
準
報
酬
月
額
改
ざ
ん
の
あ
っ
た
当
該
担
当
職
員
の
所
属
す
る
社
会
保
険
事
務
局
長
お
よ
び
所

長
や
そ
の
上
司
の
責
任
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。

三

今
回
の
調
査
結
果
の
う
ち
、
「
東
京
都
千
代
田
区
所
在
の
設
計
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
会
社
の
事
業
主
」
の
案
件
に
つ
い
て
、

当
該
案
件
担
当
職
員
個
人
の
判
断
で
勝
手
に
行
っ
て
い
た
と
し
た
ら
、
一
九
九
五
（
平
成
七
）
年
度
以
前
や
担
当
職
員
が
当

一



該
部
署
か
ら
外
れ
た
後
、
麹
町
社
会
保
険
事
務
所
で
標
準
報
酬
月
額
の
意
図
的
な
改
ざ
ん
は
な
か
っ
た
か
調
査
し
た
の
か
。

も
し
調
査
し
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
三
月
か
ら
の
五
か
月
間
、
ど
の
よ
う
な
調
査
を
行
っ
た
の
か
。

四

一
九
九
五
（
平
成
七
）
年
度
以
前
の
「
東
京
都
千
代
田
区
所
在
の
設
計
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
会
社
の
事
業
主
」
案
件
担
当
職

員
以
外
が
、
類
似
の
方
法
で
仙
台
市
在
住
の
元
会
社
員
・
斎
藤
春
美
さ
ん
の
勤
め
て
い
た
事
業
所
が
標
準
報
酬
月
額
改
ざ
ん

の
指
導
を
受
け
た
と
報
道
さ
れ
て
い
る
事
例
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。

五

厚
生
年
金
の
標
準
報
酬
月
額
改
ざ
ん
に
関
係
し
た
社
会
保
険
庁
職
員
の
現
職
職
員
の
処
分
が
な
さ
れ
た
場
合
で
も
、
そ
の

後
に
配
置
転
換
や
厚
生
労
働
省
関
連
組
織
等
へ
の
天
下
り
が
通
常
通
り
行
わ
れ
れ
ば
、
処
分
が
な
か
っ
た
こ
と
と
変
わ
ら
な

い
。
当
該
処
分
対
象
職
員
の
、
そ
の
後
の
人
事
考
課
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
。

右
質
問
す
る
。

二


